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2026 年度補正予算に対する緊急要望 

 

１、中東情勢に伴う影響について 

① 建設資材の高騰・供給制約等の実態調査を行い、関係団体・事業者への情報提供・相談窓口・相談ダイ

ヤルの設置を行うこと。 

② コロナ禍に実施された「持続化給付金」「家賃支援給付金」のような直接支援策を講じること。また、政

府に対し、自治体が行う財政支援策を求めること。 

 ③ 国民健康保険料の納付を猶予、免除する特例制度を実施すること。 

 ④ 住民税の納付を猶予・免除する特例制度を実施すること。 

 

２、物価高騰対策及び生活支援について 

① 年度内に、低所得世帯への現金給付事業を追加給付すること。また、給付対象を課税世帯の非課税者

にも拡大すること。 

② 高騰する家賃へ財政支援を行うこと。 

③ 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の各保険料の減免対象を広げること。 

④ 物価高騰対策として、生活保護の法外援護を増額すること（家賃扶助、生計費など）。 

⑤ 「いのちのとりで裁判」の勝訴にともなった生活保護費の追加給付については、約１４０００世帯の保護

廃止世帯に確実に情報がいきわたるよう、ポスター掲示などの周知を徹底すること。また、国に対して

期間の延長を要望すること。 

 

３、気候変動による夏の暑さ対策について  

① 民間住宅の断熱化を進めるため助成を行うこと。 

② 体育学習発表会、夏の行事等屋外で活動する際の日除けテントの各学校の配置状況を調査し、必要

数を配置すること。また、学校プールへの日除け対策は、プール全面を覆うものとすること。 

③ 区エアコン設置助成の宣伝強化と、地域の電気屋さんや訪問介護事業所などの協力を得て、必要な

ひとにいきわたるようにすること。 対象をさらに拡充すること。 

④ 公共施設のウォーターサーバーの設置場所を拡充すること。 

⑤ ひとり暮らし高齢者の夏の見守りを強化すること。 

⑥ 浴場組合と協議して、すべての区民を対象として入浴料軽減事業を行うこと。 

⑦ こどもの遊び場となる公園に、タープを設置するなどし、暑いなかでも遊べる環境整備を行うこと。 

⑧ 2027 年末をもって蛍光灯の製造が終了することに伴い、家庭や中小事業所に対して LED の購入

助成を行うこと。また、LED 化のために必要な工事に対して助成を行うこと。 

 

４、医療・介護について 

① 国民健康保険加入世帯全員に、資格確認書を送付すること。 

② 訪問介護事業所に対し、財政支援を含め必要な支援をすること。 
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③ 医療機関への財政支援を行うこと。 

④ 民生委員による高齢者見守り事業について、タブレットを使わないことも認めること。 

  

５、子育て・教育の充実について 

① 区立学校における標準服を無償化すること。または、廃止を検討すること。 

② 志村小・志村第４中の小中一貫型学校の設置は見直すこと。 

③ 英語スピーキングテストの結果を高校入試に活用しないよう都に求めること。 

④ 学校給食費、補助教材費の一部無償化の対象外となっているこどもたちに対し、支援を行うこと。 

⑤ 学校図書館の司書の配置について、早急にすべての区立学校で当初予算であるように週３日配置でき

るようにすること。 

⑥ 全区立学校の火災を含めた災害対応について、緊急に総点検すること（避難路の確認など）。 

 

６、災害対策について 

① 避難所の備蓄品について、想定される避難者に対応できるよう拡充すること。 

② 区が直接開設する福祉避難所にむけての計画をもつこと。 

③ 避難所にペットと飼い主がともに過ごせる場所を確保すること。 

④ 大雨および台風の情報を迅速かつ適切に周知すること。 

 

７、行財政運営について 

① 公契約条例の対象について、工事契約の対象を広げること。 

② 予算執行状況を把握し、剰余金の見通しを示すこと。また、基金への積み立てを優先しないこと。 

 

８、平和について 

  ① 自衛隊への個人情報の提供をやめること。 

② アメリカ・イスラエル、イラン各国へ戦争終結にむけた有効な手立てを講じるよう、政府に強く求めるこ

と。 

③ 武器輸出三原則を堅持し、殺傷能力をもつ兵器の輸出はやめるよう政府に申し入れること。 
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2027 年度当初予算に対する要望 

1、 行財政運営のあり方について 

⑴ 財政運営指針に関わって 

【重点】 

① 基金への積み立て優先をやめ、物価高騰対策として現金給付事業を行うこと。 

② 【原則新たな現金給付事業は行わない】とする方針を撤回し、給付事業を拡充すること。 

③ 区民と接する窓口業務や、納付勧奨などの重要な個人情報を扱う業務について委託をやめるこ

と。 

④ 生活権を奪う差押えは行わないこと。 

 

⑵ 職員に関して 

【重点】 

① 超過勤務の是正と事務量増に適切に対応するため、正規雇用による抜本的な増員を行うこと。 

② 職員定数のあり方について、感染症や自然災害などの緊急事態の対応や特定事業主行動計画の  

目標達成を前提にすること。また、人材確保及び育成計画を策定すること。 

③ 職員の恒常的超過勤務や長時間労働の解消、不払い残業をなくすこと。 

④ 職場並びに管理職の配置について、男女均等となるよう是正すること。 

⑤ 会計年度任用職員について、職の任用を見直し、特に、土木サービスセンター、スクールソーシャル

ワーカー、社会教育指導員、学校や保育園の栄養士等、常勤化している職については、正規化する

こと。また、賃金を引き上げること。 

⑥ 障害者(知的・精神含む)雇用を推進するため、障害に対する理解促進のための研修の充実や各課

の職員体制を達成させ、さらに区として引き上げること。 

 

⑶ ジェンダー平等の推進について 

【重点】 

① 政策決定部署への女性職員の配置を高めるため、目標を設定すること。また、男女平等推進課を、

政策部門に配置すること。 

 

⑷ 公共施設のあり方及び再編整備について 



4 

 

【重点】 

① まちづくりありきでなく、地域需要にあった公共施設計画を再構築すること。 

② 旧板橋区保健所跡地の活用は、福祉事務所、男女平等推進センター、障がい者総合福祉センター

機能、障がい者就労支援センター、情報処理センターの利用者及び利用団体に説明し、意見聴取

を行い、行政機能を優先して配置すること。また、グリーンホールには集会機能を配置すること。 

③ 旧板橋第４中学校跡地活用方針について、大原生涯学習センターやボランティアセンター、フレン

ドセンター、富士見台児童館なども含めて各施設利用者へアンケート調査や施設ごとの説明会を

実施するなどし、利用者の意見を計画に反映すること。あわせて、大原生涯学習センターは現地

で建て替えること。 

④ ３福祉事務所の窓口を５カ所に増やす方針をもつこと。 

⑤ 上板橋健康福祉センターなど、老朽化した施設の対策を直ちに講じること。また、健康福祉センタ

ーの窓口委託化はやめること。 

 

2、 災害対策について 

【重点】 

① 災害対策基金を発災前対策に活用できるようにすること。 

② 避難所について、一人当たりスペースを 1.65 ㎡から 4 ㎡に段階的に引き上げる計画を策定

し、必要な避難所を新たに増やすこと。また、すべての人が安心して避難できるよう環境を整える

こと。 

③ 要配慮者に対する個別避難計画について、対象拡大及び策定スピードを上げること。 

④ 在宅避難者用の物品の備蓄計画をつくること。 

⑤ 福祉避難所の運営体制を強化すること。区独自の福祉避難所にむけ検討を行うこと。 

⑥ ペットと一緒にすごすことのできる避難所を設置すること。 

⑦ 避難所の備蓄品や携帯トイレ、ダンボールベッドなど想定される避難者に対応できるようさらに

拡充すること。 

⑧  危険ながけ・擁壁について、東京都に対し補修等への補助金の創設を求めること。 

 

3、 平和都市宣言を活かす取り組みを 

 【重点】 

① 核兵器禁止条約発効の意義を踏まえ、核廃絶に向けた取り組みや平和事業を強化すること。 

② 区の実施する事業における自衛隊との連携について見直し、また名簿の提供を止めること。 

③ 中学生平和の旅事業について、派遣先を沖縄にも拡大すること。 
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④ 憲法の平和主義に基づき、区の平和事業を充実させること。 

 

4、 区内事業者を支える産業支援を 

 【重点】 

① 物価高騰で厳しさを増している中小企業、小規模事業者の事業継続のために、直接支援や家賃

助成を行うこと。そのための予算を抜本的に拡充すること。 

② 小規模事業者登録制度について、登録事業者を増やし、手続きの簡素化や指定管理制度導入施

設での活用等、受注の拡大をさらに図ること。 

③ 区内中小零細事業者支援及び育成のために、公共発注を増やすこと。また、入札方法について

も総合評価方式の拡充や、区内事業者の規定を本店のみとするなど改善すること。 

④ 消費税について、５％減税及び将来的な撤廃、経営困難な中小業者には納税免除を行うよう国

に求めること。 

⑤ インボイス制度を廃止するよう国に求めること。 

⑥ 中小企業が賃金を引き上げられるよう、区として支援を行うこと。 

⑦ 区内事業者の仕事おこしとなるよう、住宅リフォーム助成・建築物の断熱化助成制度を復活する

こと。 

 

5、 “地球沸騰”待ったなしの気候危機対策を 

【重点】 

① 温室効果ガスの削減目標を、2030 年までに 2010 年度比で 50％とし、目標実現のための

政策を打ち出すこと。 

② 地球温暖化防止条例を制定すること。 

③ 既存住宅及び中小零細企業に対し、再生可能エネルギーの活用や既存の建物の断熱化など省エ

ネ化に対する助成を拡充すること。 

④ 再生可能エネルギーの抜本的拡大を図るため、発電やエネルギーの地産地消に取り組む企業や

自治体への支援を行うよう国に求めること。 

⑤ 石炭・火力・原子力発電からの撤退及び原発の輸出をやめるよう国に求めること。 

⑥ アスベスト飛散防止条例を制定し、アスベスト除去工事への助成制度を創設すること。また、ア

スベストにおける届け出や安全管理を行う部署の体制強化を図ること。 

 

6、 誰もが親しめる文化・スポーツ施策を 
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【重点】 

① 集会施設や文化施設及び体育施設の利用料金を引き下げること。こども料金を無料に、また高

齢者団体への減免を行うこと。 

② 文化団体や個人への支援のため、公演機会を増やすこと。また、公演に対する助成を拡充するこ

と。 

 

7、 人権まもる生活保障へ 

⑴ 生活保護利用世帯および生活支援について 

【重点】 

① 物価高騰対策や熱中症対策のための電気代助成など、法外援護事業を実施すること。 

② 土・日・祝日等の閉庁日でも対応できるよう、相談体制を強化すること。 

 

⑵ 障害児・者の福祉施策について 

【重点】 

① 区立福祉園の民営化を行わないこと。 

② 放課後等デイサービスについて、職員配置や床面積等の施設基準を定め、運営事業者に対し必

要な支援を実施すること。 

③ 「障害者差別解消法」施行に伴い、区の施策全てにおいて、合理的配慮が実施されているか

検証を行い、必要な改善を図ること。また区内事業者等にも周知徹底するなど、差別解消、

障害者の人権を守る対策を図ること。 

④ 区役所周辺に「板橋区障がい者総合福祉センター（仮称）」を増設し、基幹相談・地域支

援・相談・居場所などの機能を兼ね備えたものにすること。 

➄ 障がいのある人の居場所、交流室（相談員常駐）をつくること。 

➅ 区内に設置が予定されている強度行動障がいのあるひとが入所できるグループホームについ

て、十分運営できる事業者を選定し、短期入所もできるようにし、地域生活支援拠点として

整備すること。 

⑦ 重度重複障がい者本人または主たる介護者が感染症罹患した場合に、相談できる窓口などを

整備すること 

⑧ 発達障害者支援センターをふやすこと。 

⑶ 高齢福祉と介護保険について  
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【重点】 

① 介護保険料を引き下げること。また、利用料の軽減を拡充すること。あわせて、介護保険事業に

対する国と東京都の支出割合を増額し、保険料の引き上げとならない対策を求めること。 

② 居宅での家族介護に対し、家族介護手当などの支援策を実施すること。 

③ 特別養護老人ホームの整備について、待機者ゼロを目指し、必要量に見合った計画に改めるこ

と。 

⑤ 空室の借り上げなど、介護人材のための居住支援を行うこと。 

⑥ ふれあい館をあらたに増やすこと。 

⑦ 加齢性の高齢者の難聴に対する補聴器購入費助成の対象の拡大と助成額を引き上げること。 

⑧ シルバーパスを全員 1000 円にすること。 

⑨ 区独自の高齢者福祉サービスの対象者を「世帯非課税」ではなく、「本人非課税」とすること。ま

た、所得制限なしの事業を広げること。 

 

8、 安心の医療、公衆衛生の充実を 

【重点】 

① 国民健康保険料を引き上げないこと。また、子どもの均等割り保険料をなくすこと。 

② 国民健康保険料を支払えない人に対し、分納制度の周知、納付相談、生活支援を行うこと。 

③ 国保加入者全員に資格確認書を交付すること。 

④ 無料低額制度事業を実施する医療機関の設置を増やせるよう、区内医療機関に働きかけるこ

と。また、実施していることを広報すること。 

⑤ 新型コロナやインフルエンザ等感染症への対応を迅速に行えるよう、保健師をふやし、保健所の

職員をふやすこと。 

⑥ 区直営や浴場組合への委託などによる公衆浴場の新設を検討すること。 

⑦ 区内民間医療機関への経営支援を検討すること。 

 

9、 まちづくりのあり方について 

【重点】 

① 大山駅周辺のまちづくり・ＪＲ板橋駅西口・上板橋駅南口・高島平地域の再開発事業は、住民参加

を貫き、住民合意のないまま進めないこと。また、説明責任を果たすこと。 

② 区民の移動の権利を保障する観点から、区内バス路線の本数を削減しないために、区が支援を

行うこと。また、コミュニティバスのルートや本数を増やすこと。 

③ 東武東上線のホームドア設置について、東武鉄道及び東京都に要望し工事経過の説明を区民に
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対し行うこと。 

 

10、 【住まいは人権】の立場に立った住宅政策へ 

【重点】 

① 公営住宅の住戸を増やすこと。また、区として住宅を借り上げ、低廉な家賃で居住できるよう提供

すること。 

② 『板橋区営住宅再編整備基本方針』について、けやき宛廃止及び戸数を増やさない方針は撤回す

ること。 

③ 民間賃貸住宅居住者への家賃助成を行うこと。 

④ すべての区営住宅について、生活支援員を配置すること。 

⑤ 区営住宅の使用承継制度と家賃減免を都営住宅並みにすること。 

⑥ 保障会社の許可がおりないため、住居を借りられない人への支援を行うこと。 

 

１１、子どもの権利を保障する子ども・子育て支援を 

 【重点】 

① 子どもの権利条約を踏まえ、板橋区として子どもの基本的権利を掲げた『板橋区子どもの権利条

例』を制定すること。また、制定にあたっては子どもの意見を聞き反映すること。 

② 区立保育園の民営化及び廃止方針を撤回すること。 

③ 認可保育園だけでなく、認証保育所等の保育料についても歳児や所得に関わらず無償化するこ

と。 

④ 保育施設(家庭福祉員・ベビールームを含む)に対し、定員未充足分への補償を定員に達するまで

行うこと。 

⑤ あいキッズは、学童機能と全児童対策を分けて実施し、必要に応じて連携する運営に改めるこ

と。 

⑥ 児童館は、児童厚生施設としてふさわしく０歳から１８歳までのすべての児童・生徒を対象とし、

施設の充実を図ること。また、子どもの声を反映させた運営を行うためにも、直営で運営し続ける

こと。 

⑦ 国に対し、保育士配置基準の引き上げ及び保育職員の処遇改善を求めること。 

⑧ 児童相談所を含む子ども家庭総合支援センターの体制について、各課各係の業務量を把握し、必

要な人員、定数管理を行うこと。 

 



9 

 

１２、主権者のための教育の充実を 

【重点】 

① 学校教育にかかる保護者負担については、標準服・算数セット・うわばきなどについても、完全無

償化をめざすこと。 

② 教職員の超過勤務を解消することや負担を軽減し、子どもたちの教育環境改善のために 30 人

学級を実施し、区費で教職員の増員をはかること。 

③ 学校に配置されている、１０００名をこえる会計年度任用職員の正規化をはかること。 

④ 不登校の児童・生徒について、当事者や保護者の意見・要望を聞き尊重すること。また、経済的な

支援をすること。  

⑤ 志村小・志四中の小中一貫校計画はやめ、志村小、志四中をそれぞれ現地で建て替えること。 

⑥ 学校を廃校にしないこと。 

⑦ 生涯学習センターを増やすこと。 

 

以上 

 

 

 


